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宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第２号

宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県育英資金貸与条例施行規則（昭和49年宮崎県教育委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（へき地の指定）

第２条 条例第３条第２号アの規則で定める県内のへき地は、へき

地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）

第２条及び第３条で指定する小学校の通学区域とする。

（貸与の申請）

第３条 育英資金の貸与を受けようとする者は、育英資金貸与申請

書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、宮崎県教育委

員会（以下「県教育委員会」という。）に提出しなければならな

い。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類については、災害等

のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

（１） 育英資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者の

住民票の写し

（２）～（４） ［略］

（貸与の決定及び通知）

第４条 県教育委員会は、前条の育英資金貸与申請書の提出があっ

たときは、育英資金の貸与の適否を決定し、適当であると決定し

た者に対しその旨を育英資金貸与決定通知書（別記様式第３号）

（以下「決定通知」という。）によって通知するものとする。

（へき地の指定）

第２条 条例第３条第２号アの規則で定める県内のへき地は、へき

地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）

第２条及び第３条で指定する小学校又は中学校の通学区域とする

。

（貸与の申請）

第３条 育英資金の貸与を受けようとする者は、育英資金貸与申請

書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、宮崎県教育委

員会（以下「県教育委員会」という。）に提出しなければならな

い。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類については、災害等

のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

（１） 育英資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者の

住民票の写し又は外国人登録原票の写し

（２）～（４） ［略］

（貸与の決定及び通知）

第４条 県教育委員会は、前条の育英資金貸与申請書の提出があっ

たときは、育英資金の貸与の適否を決定し、申請があった者に対

しその旨を育英資金貸与決定通知書（別記様式第３号）又は育英

資金貸与不承認通知書（別記様式第４号）によって通知するもの

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、県教育委員会は、中学校、特別支援

学校中学部又は中等教育学校前期課程に在籍している者から前条
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（保証人）

第５条 ［略］

２・３ ［略］

（借用証書の提出）

第６条 第４条の規定により育英資金の貸与の決定の通知を受けた

者は、保証人の連署した育英資金借用証書（別記様式第４号）を

遅滞なく、県教育委員会に提出しなければならない。

（育英資金の交付）

第７条 育英資金は、当該年度分を３箇月分ごとにまとめて、最初

の月に、育英資金の貸与を受けている者（以下「貸与生」という

。）に対し、直接又は学校長を経て交付する。ただし、特別の事

情がある場合は、これによらないことができる。

２ 学校長は、育英資金を交付したときは、直ちに、県教育委員会

に育英資金受領交付報告書（別記様式第５号）を提出しなければ

ならない。

（借用金額の通知）

第８条 県教育委員会は、貸与生が貸与期間の満了その他の理由で

貸与生でなくなったときは、借用確定金額について、貸与生及び

保証人に対し育英資金借用金額確定通知書（別記様式第６号）に

よって通知するものとする。

の育英資金貸与申請書の提出があったときは、高等学校、高等専

門学校又は専修学校（高等課程に限る。）（以下「高等学校等」

という。）への進学を条件として育英資金貸与の適否を決定し、

申請があった者に対しその旨を育英資金採用候補者決定通知書（

別記様式第５号）又は育英資金貸与不承認通知書によって通知す

るものとする。

３ 前項の場合において、育英資金採用候補者決定通知書により通

知を受けた者（以下「採用候補者」という。）は、高等学校等へ

の進学後、直ちに、高等学校等への進学を証する書類を県教育委

員会に提出するものとする。この場合において、県教育委員会は

、当該書類を確認し、採用候補者に対し育英資金貸与決定通知書

によって通知するものとする。

（保証人）

第５条 ［略］

２・３ ［略］

４ 育英資金の貸与を受けている者（以下「貸与生」という。）又

は貸与生であった者（育英資金の返還の債務を有する者に限る。

以下同じ。）は、保証人が次の各号のいずれかに該当するに至っ

たときは、直ちに、その旨を連帯保証人変更届（別記様式第６号

）により県教育委員会に届け出なければならない。この場合にお

いて、保証人を変更するときは、変更後の保証人に係る次条各号

に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 保証人の氏名、住所又は勤務先に変更のあったとき。

（２） 保証人が死亡したとき。

（３） 保証人に破産手続開始の決定がなされたとき。

（４） その他保証人を変更しなければならない事由が生じたとき

。

（借用証書の提出）

第６条 第４条の規定により育英資金の貸与の決定の通知を受けた

者は、保証人の連署した育英資金借用証書（別記様式第７号）に

次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、県教育委員会に提出しなけ

ればならない。

（１） 保証人に係る印鑑登録証明書

（２） 保証人のうち所得を有する者であって父又は母と生計を別

にするものに係る住民票の写し

（３） 保証人のうち所得を有する者であって父又は母と生計を別

にするものに係る所得証明書又は源泉徴収票

（４） その他県教育委員会が必要と認める書類

（育英資金の交付）

第７条 育英資金は、当該年度分を３箇月分ごとにまとめて、最初

の月に、貸与生に対し、直接又は学校長を経て交付する。ただし

、特別の事情がある場合は、これによらないことができる。

２ 学校長は、育英資金を交付したときは、直ちに、県教育委員会

に育英資金受領交付報告書（別記様式第８号）を提出しなければ

ならない。

（借用金額の通知）

第８条 県教育委員会は、貸与生が貸与期間の満了その他の理由で

貸与生でなくなったときは、借用確定金額について、貸与生及び

保証人に対し育英資金借用金額確定通知書（別記様式第９号）に

よって通知するものとする。

（貸与の停止）

第９条 貸与生は、条例第７条各号のいずれかに該当するに至った

ときは、直ちに、その旨を育英資金異動届（別記様式第10号）に
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（返還猶予の申請等）

第９条 条例第10条の規定により育英資金の返還の猶予を受けよう

とする者は、育英資金返還猶予申請書（別記様式第７号）に同条

各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、県教育

委員会に提出しなければならない。

２ 条例第10条第１号の規定による育英資金の返還の猶予を受けて

いる者は、毎年４月１日現在の状況について、６月30日までに、

その状況を証明する書類を添えて県教育委員会に報告しなければ

ならない。

（返還免除の申請）

第10条 条例第11条の規定により育英資金の返還の債務の免除を受

けようとする者は、育英資金返還免除申請書（別記様式第８号）

に同条各号に該当することを証明する書類を添えて、県教育委員

会に提出しなければならない。

（届出）

第11条 貸与生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは

、直ちに、その旨を県教育委員会に届け出なければならない。こ

の場合において、貸与生が届け出ることができないときは、その

者の保証人が届け出なければならない。

（１） 条例第３条に規定する要件を欠くに至ったとき。

（２） 停学の処分を受けたとき。

（３） 学校を卒業する見込みがなくなったとき。

（４） 休学したとき。

（５） 進級できなかったため同一学年を重ねて履修するとき。

（６） 修学を再開するとき。

（７） 氏名又は住所を変更したとき。

（８） 保証人の氏名若しくは住所に変更のあったとき、又は保証

より、県教育委員会に届け出なければならない。この場合におい

て、貸与生が届け出ることができないときは、その者の保証人が

届け出なければならない。

２ 貸与生は、条例第７条の規定により育英資金の貸与を停止され

た場合において、既に当該貸与を停止された期間に係る育英資金

を受領しているときは、当該育英資金を返戻しなければならない

。

（貸与の休止）

第10条 貸与生は、条例第８条各号のいずれかに該当するに至った

ときは、直ちに、その旨を育英資金異動届により、県教育委員会

に届け出なければならない。この場合において、貸与生が届け出

ることができないときは、その者の保証人が届け出なければなら

ない。

２ 貸与生は、条例第８条の規定により育英資金の貸与を休止され

た場合において、既に当該貸与を休止された期間に係る育英資金

を受領しているときは、当該育英資金を返戻しなければならない

。

３ 県教育委員会は、育英資金の貸与を休止されている者から育英

資金異動届により条例第８条各号に該当しなくなった旨の届出が

あったときは、当該届出を確認し、育英資金の貸与を再開するも

のとする。

（返還猶予の申請）

第11条 条例第10条の規定により育英資金の返還の猶予を受けよう

とする者は、育英資金返還猶予申請書（別記様式第11号）に同条

各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、県教育

委員会に提出しなければならない。

２ 県教育委員会は、前項の育英資金返還猶予申請書の提出があっ

たときは、育英資金の返還猶予の適否を決定し、申請があった者

に対しその旨を育英資金返還猶予決定通知書（別記様式第12号）

又は育英資金返還猶予不承認通知書（別記様式第13号）によって

通知するものとする。

（返還免除の申請）

第12条 条例第11条の規定により育英資金の返還の債務の免除を受

けようとする者は、育英資金返還免除申請書（別記様式第14号）

に同条各号に該当することを証明する書類を添えて、県教育委員

会に提出しなければならない。

２ 県教育委員会は、前項の育英資金返還免除申請書の提出があっ

たときは、育英資金の返還免除の適否を決定し、申請があった者

に対しその旨を育英資金返還免除決定通知書（別記様式第15号）

又は育英資金返還免除不承認通知書（別記様式第16号）によって

通知するものとする。

（届出）

第13条 貸与生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは

、直ちに、その旨を当該各号に定める書類により、県教育委員会

に届け出なければならない。この場合において、貸与生が届け出

ることができないときは、その者の保証人が届け出なければなら

ない。

（１） 氏名又は住所を変更したとき。 育英資金異動届

（２） 返還方法を変更するとき。 育英資金異動届

（３） 条例第５条に掲げる区分に変更が生じたとき。 育英資金

異動届

（４） 高等学校の専攻科に進学したとき（借用証書に高等学校の

専攻科の貸与期間を含んでいない場合に限る。）。 育英資金

異動届
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人が死亡したとき、若しくは保証人に破産手続開始の決定その

他保証人として適当でない事由が生じたとき。

２ 貸与生であった者（育英資金の返還の債務を有する者に限る。

）は、前項第７号又は第８号に該当するに至ったときは、直ちに

、その旨を県教育委員会に届け出なければならない。

（書類の経由）

第12条 この規則の規定により県教育委員会に提出する書類は、学

校長を経由しなければならない。ただし前条第２項の規定により

提出する書類は、この限りでない。

第13条 ［略］

（５） 転学したとき（転学先及び転学元の学校長が推薦した者に

限る。）。 転学用奨学金継続願（別記様式第17号）

２ 貸与生であった者は、前項第１号又は第２号に該当するに至っ

たときは、直ちに、その旨を育英資金異動届（返還用）（別記様

式第18号）により、県教育委員会に届け出なければならない。

（書類の経由）

第14条 この規則の規定により県教育委員会に提出する書類は、学

校長を経由しなければならない。ただし貸与生であった者が提出

する書類は、この限りでない。

第15条 ［略］
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宮 崎 県 公 報
附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに育英資金の貸与を受けていた者に係る育英資金の規則様式については、この規則による改正後の宮崎

県育英資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

県教育庁職員の職の設置に関する規則及び県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成24年３月29日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第３号

県教育庁職員の職の設置に関する規則及び県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部を改正する規則

（県教育庁職員の職の設置に関する規則の一部改正）

第１条 県教育庁職員の職の設置に関する規則（昭和39年宮崎県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正）

第２条 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

県教育庁組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第４号

県教育庁組織規則の一部を改正する規則

県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 25害

改正後改正前

第４条 前２条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる組織に

、必要に応じ、同表中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右

欄に掲げるとおりとする。

第４条 前２条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる組織に

、必要に応じ、同表中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右

欄に掲げるとおりとする。

職 務職組 織

［略］県教育庁

［略］参事

［略］

［略］

職 務職組 織

［略］県教育庁

［略］参事

上司の命を受けて、政策企画に係

る専門的事項の総合調整に関する

事務を掌理する。

政策企画監

［略］

［略］

改正後改正前

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１） 次に掲げる職員の任免に関すること。

ア 教育庁の職員（教育庁参事、教育次長、参事、課（室）長

、学校支援監、教育庁主幹、副参事、教育事務所長及びスポ

ーツ指導センター所長を除く。）

イ～エ ［略］

（２）～（25） ［略］

２ ［略］

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１） 次に掲げる職員の任免に関すること。

ア 教育庁の職員（教育庁参事、教育次長、参事、課（室）長

、政策企画監、学校支援監、教育庁主幹、副参事、教育事務

所長及びスポーツ指導センター所長を除く。）

イ～エ ［略］

（２）～（25） ［略］

２ ［略］
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

県教育庁等文書取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成24年３月29日

宮崎県教育委員会教育長 渡 辺 義 人

宮崎県教育委員会教育長訓令第２号

本 庁

各出先機関

各教育機関

県教育庁等文書取扱規程の一部を改正する訓令

県教育庁等文書取扱規程（平成２年宮崎県教育委員会教育長訓令第４号）の一部を改正する訓令をここに公表する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成24年３月29日

宮崎県教育委員会教育長 渡 辺 義 人

宮崎県教育委員会教育長訓令第３号

本 庁

各出先機関

各教育機関

宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令

宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 26害

改正後改正前

（総務課の分掌事務）

第２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）・（２） ［略］

（３） 教育委員会に関すること。

（４）～（14） ［略］

（15） 教育に関する公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社

団法人及び一般財団法人並びに公益信託に関すること。

（16）～（20） ［略］

（スポーツ振興課の分掌事務）

第８条 スポーツ振興課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（８） ［略］

（９） スポーツ推進審議会に関すること。

（10） ［略］

（総務課の分掌事務）

第２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）・（２） ［略］

（３） 教育委員会の会議に関すること。

（４）～（14） ［略］

（15） 教育に関する特例民法法人及び公益信託に関すること。

（16）～（20） ［略］

（スポーツ振興課の分掌事務）

第８条 スポーツ振興課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（８） ［略］

（９） スポーツ振興審議会に関すること。

（10） ［略］

教育長訓教育長訓令令

改正後改正前

（文書の発送）

第36条 文書の発送は、県総務部総務課（以下「県総務課」という

。）において郵送により行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる文書の発送は、当該各号に定める方法により行うことができ

る。

（１）～（４） ［略］

（５） 第35条ただし書の規定により公印を省略した文書であって

、県総合政策部情報政策課が運用する電子メールシステムを利

用して、県の機関又は電子メールでの送付を了解している団体

等に対して送付するもの 主務課（室）において行う電子メー

ル送信

２・３ ［略］

（文書の発送）

第36条 文書の発送は、県総務部総務課（以下「県総務課」という

。）において郵送により行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる文書の発送は、当該各号に定める方法により行うことができ

る。

（１）～（４） ［略］

（５） 第35条ただし書の規定により公印を省略した文書であって

、県県民政策部情報政策課が運用する電子メールシステムを利

用して、県の機関又は電子メールでの送付を了解している団体

等に対して送付するもの 主務課（室）において行う電子メー

ル送信

２・３ ［略］
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 27害

改正後改正前

別表第１（第２条の２関係）

別表第１の２（第３条関係）

本庁共通専決事項

別表第１（第２条の２関係）

別表第１の２（第３条関係）

本庁共通専決事項

教育長専決事項

１ 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する

規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び

第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな

い次に掲げる事項の原案作成に関すること。

（１）～（７） ［略］

（８） 次に掲げる職員の任免に関すること。

ア 教育庁参事、教育次長、参事、課（室）長、学校支

援監、教育庁主幹、副参事、教育事務所長及びスポー

ツ指導センター所長

イ～エ ［略］

（９）～（25） ［略］

［略］

９ 総務課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）～（３） ［略］

（４） 本庁、出先機関及び教育機関の職員の営利企業等の

従事の許可及び職務専念義務の免除に関することで、教

育庁参事、教育次長、参事、学校支援監、教育庁主幹、

副参事（以下「次長等」という。）、課（室）長、出先

機関の長及び教育機関の長に係るもの

（５）・（６） ［略］

［略］

教育長専決事項

１ 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する

規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び

第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな

い次に掲げる事項の原案作成に関すること。

（１）～（７） ［略］

（８） 次に掲げる職員の任免に関すること。

ア 教育庁参事、教育次長、参事、課（室）長、政策企

画監、学校支援監、教育庁主幹、副参事、教育事務所

長及びスポーツ指導センター所長

イ～エ ［略］

（９）～（25） ［略］

［略］

９ 総務課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）～（３） ［略］

（４） 本庁、出先機関及び教育機関の職員の営利企業等の

従事の許可及び職務専念義務の免除に関することで、教

育庁参事、教育次長、参事、政策企画監、学校支援監、

教育庁主幹、副参事（以下「次長等」という。）、課（

室）長、出先機関の長及び教育機関の長に係るもの

（５）・（６） ［略］

［略］

専 決 区 分事 項事 務

担

当

リ

ー

ダ

ー

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］

［略］（１） 本庁の職員の出張に関す

ること。

３ 職員

の服務

等に関

する事

務

［略］ア 課（室）長、学校支援監

、教育庁主幹（課（室）の

所属する者を除く。以下同

じ。）及び副参事（課（室

）に所属する者を除く。以

下同じ。）に係るもの

イ ［略］

［略］

［略］（６）（１）から（５）までに掲げ

るもののほか、本庁の職員の

休暇の承認その他服務に関す

ること（教育委員会権限事項

を除く。）。

［略］ア 課（室）長、学校支援監

、教育庁主幹及び副参事に

専 決 区 分事 項事 務

担

当

リ

ー

ダ

ー

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］

［略］（１） 本庁の職員の出張に関す

ること。

３ 職員

の服務

等に関

する事

務

［略］ア 課（室）長、政策企画監

、学校支援監、教育庁主幹

（課（室）の所属する者を

除く。以下同じ。）及び副

参事（課（室）に所属する

者を除く。以下同じ。）に

係るもの

イ ［略］

［略］

［略］（６）（１）から（５）までに掲げ

るもののほか、本庁の職員の

休暇の承認その他服務に関す

ること（教育委員会権限事項

を除く。）。

［略］ア 課（室）長、政策企画監

、学校支援監、教育庁主幹
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附 則

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

宮崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

宮崎県公安委員会規則第３号

宮崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

宮崎県警察の組織に関する規則（昭和56年宮崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 28害

係るもの

イ ［略］

［略］

［略］

及び副参事に係るもの

イ ［略］

［略］

［略］

公安委員会規公安委員会規則則

改正後改正前

（会計課）

第４条 ［略］

２ 会計課に施設装備室及び監査室を置く。

３ 施設装備室においては、財産及び装備に関する事務をつかさど

る。

４ 施設装備室に施設装備室長を置き、警視、警部又は事務職員を

もって充てる。

５ 施設装備室長は、上司の命を受け、施設装備室の事務を掌理す

る。

６～８ ［略］

（生活安全企画課）

第11条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（６） ［略］

（７）～（13） ［略］

２ 生活安全企画課に街頭犯罪対策室を置く。

３～５ ［略］

（生活環境課）

第13条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（６） ［略］

（７） サイバー犯罪に関すること。

（８） 不正指令電磁的記録に関する犯罪の取締りに関すること。

（９） 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第

128号）の施行に関すること。

（10） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

（会計課）

第４条 ［略］

２ 会計課に監査室を置く。

３～５ ［略］

（生活安全企画課）

第11条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（６） ［略］

（７） サイバー犯罪に関すること。

（８） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）の施行に関す

ること。

（９）～（15） ［略］

２ 生活安全企画課に街頭犯罪対策室及びサイバー犯罪対策室を置

く。

３～５ ［略］

６ サイバー犯罪対策室においては、サイバー犯罪に関する事務を

つかさどる。

７ サイバー犯罪対策室にサイバー犯罪対策室長を置き、警視又は

警部をもって充てる。

８ サイバー犯罪対策室長は、上司の命を受け、サイバー犯罪対策

室の事務を掌理する。

（生活環境課）

第13条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

（１）～（６） ［略］

（７） 不正アクセス事犯及び不正指令電磁的記録に関する犯罪の

取締りに関すること。
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附 則

この規則は、平成24年３月30日から施行する。

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

宮崎県公安委員会規則第４号

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

宮崎県道路交通法施行細則（昭和35年宮崎県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 29害

（８） ［略］

（施設管理官）

第34条の２ 警務部に施設管理官を置く。

２ 施設管理官は、警視又は事務職員をもって充てる。

３ 施設管理官は、上司の命を受け、庁舎の建設及び営繕管理に関

する事務をつかさどる。

別表（第37条関係）

為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）の施行に関す

ること。

（11） ［略］

２ 生活環境課にサイバー犯罪対策室を置く。

３ サイバー犯罪対策室においては、サイバー犯罪に関する事務を

つかさどる。

４ サイバー犯罪対策室にサイバー犯罪対策室長を置き、警視又は

警部をもって充てる。

５ サイバー犯罪対策室長は、上司の命を受け、サイバー犯罪対策

室の事務を掌理する。

（施設装備官）

第34条の２ 警務部に施設装備官を置く。

２ 施設装備官は、警視又は事務職員をもって充てる。

３ 施設装備官は、上司の命を受け、庁舎の営繕管理及び装備に関

する事務をつかさどる。

別表（第37条関係）

職 制 又 は 職 制 上 の 職職

課長、施設装備官、交通管制官、統括官、科学

捜査研究所長、自動車運転免許試験場長、会計

官、管理官、室長、理事官、調査官、指導官、

鑑定官、課長補佐、所長補佐、校長補佐、係長

、主任、主事、技師

事務職員又

は技術職員

［略］

職 制 又 は 職 制 上 の 職職

課長、施設管理官、交通管制官、統括官、科学

捜査研究所長、自動車運転免許試験場長、会計

官、管理官、室長、理事官、調査官、指導官、

鑑定官、課長補佐、所長補佐、校長補佐、係長

、主任、主事、技師

事務職員又

は技術職員

［略］

改正後改正前

（運転免許証の更新申請）

第33条の２ ［略］

２ 宮崎、都城又は延岡の運転免許センターに前項の申請をする場

合は、申請書に申請用写真の添付を要しない。

３ ［略］

（取消しの申請）

第33条の３ ［略］

２ 宮崎、都城若しくは延岡の運転免許センター又は警察署に免許

の取消しを申請し、併せて他の種類の免許を受けたい旨の申出を

する場合は、申請書に申請用写真の添付を要しない。

（運転経歴証明書の申請等）

第33条の４ 法第 104条の４第５項に規定する運転経歴証明書の交

付の申請、施行規則第30条の12第１項に規定する運転経歴証明書

の記載事項の変更の届出又は施行規則第30条の13第１項に規定す

る運転経歴証明書の再交付の申請は、別記様式第23号の５の運転

経歴証明書交付（再交付）申請書・記載事項変更届（登録票）に

より、宮崎、都城若しくは延岡の運転免許センター又は警察署に

申請等しなければならない。

２ 宮崎、都城又は延岡の運転免許センターに運転経歴証明書の交

（運転免許証の更新申請）

第33条の２ ［略］

２ 宮崎、都城又は延岡の運転免許センターに前項の申請をする場

合は、申請書に免許用写真の添付を要しない。

３ ［略］

（取消しの申請）

第33条の３ ［略］

２ 宮崎、都城若しくは延岡の運転免許センター又は警察署に免許

の取消しを申請し、併せて他の種類の免許を受けたい旨の申出を

する場合は、申請書に免許用写真の添付を要しない。

（運転経歴証明書の申請）

第33条の４ 法第 104条の４第５項に規定する運転経歴証明書の交

付を受けようとする者は、宮崎、都城若しくは延岡の運転免許セ

ンター又は警察署に申請しなければならない。

２ 法第 104条の４第５項に規定する運転経歴証明書の交付の申請
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別記様式第20号を次のように改める。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 30害

を行おうとする者は、免許写真を添付した別記様式第23号の５の

申請書を公安委員会に提出しなければならない。

３ 法第 104条の４第６項に規定する運転経歴証明書の様式は、別

記様式第23号の６、別記様式第23号の７又は別記様式第23号の８

のとおりとする。

別表第１（第２条関係）

備考 ［略］

付の申請を行う場合は、申請書に申請用写真の添付を要しない。

３ 交付した運転経歴証明書に係る返納は、宮崎、都城若しくは延

岡の運転免許センター又は警察署において行うものとする。

別表第１（第２条関係）

備考 ［略］

部数

申請又は

届出等の

様式

経由機関申請、届出又は交付番号

［略］

［

略］

細則第23

号の３

［略］37

［

略］

〃第23号

の４

［略］38

［

略］

〃第23号

の５

管轄署長

又は運転

免許課長

運転経歴証明書の交付（

再交付）申請、記載事項

の変更届

39

［略］運転経歴証明書の交付40

［略］運転経歴証明書の返納41

［略］運転免許

課長

［略］42

43～56 ［略］

57 ［略］

58 ［略］

59～65 ［略］

部数

申請又は

届出等の

様式

経由機関申請、届出又は交付番号

［略］

［

略］

細則第23

号のニ

［略］37

［

略］

〃第23号

の３

［略］38

［

略］

〃第23号

の４

運転免許

課長

運転経歴証明申請書・運

転経歴証明書交付申請書

39

１通〃第23号

の５

［略］運転経歴証明書（優良）40

１通〃第23号

の６

［略］運転経歴証明書（一般）41

１通〃第23号

の７

〃運転経歴証明書（違反等

）

42

［略］〃［略］43

44～57 ［略］

57の２ ［略］

57の３ ［略］

58～64 ［略］
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宮 崎 県 公 報
別記様式第23号の５を次のように改める。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 33害
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別記様式第23号の６から別記様式第23号の８までを削る。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

宮崎県監査事務局処務規程をここに公表する。

平成24年３月29日

宮崎県代表監査委員 宮 本 尊

宮崎県代表監査委員訓令第１号

監査事務局

宮崎県監査事務局処務規程

（趣旨）

第１条 宮崎県監査事務局（以下「事務局」という。）の処務について、事務の能率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 専決 監査委員の補助機関が監査委員の権限に属する事務について、その責任において決裁することをいう。

（２） 代決 専決する者が不在のときに、その者に代って決裁することをいう。

（事務局長の専決事項）

第３条 事務局長は、次に掲げる事務について専決処理する。

（１） 監査等の執行及び結果の通知に関すること。

（２） 監査事務についての資料の収集及び調査並びに関係者の招致に関すること。

（３） 情報公開の事務に関すること。

（４） 重要な事項の届出、照会、回答、報告等に関すること。

（５） 事務局職員の事務分掌に関すること。

（６） 臨時的任用職員の任免に関すること。

（７） 課長の出張に関すること。

（８） 事務局職員の給与、勤務時間及び休暇の承認（監査第一課長の専決事項に属するものを除く。）に関すること。

（監査第一課長の専決事項）

第４条 監査第一課長は、次に掲げる事務について専決処理する。

（１） 軽易な調査に関すること。

（２） 軽易な事項の届出、照会、回答、報告等に関すること。

（３） 保存文書その他資料の閲覧許可（情報公開に関するものを除く。）に関すること。

（４） 事務局職員の福利厚生及び服務に関すること。

（５） 課員の出張に関すること。

（６） 課員の休暇の承認（引き続き30日以上の傷病による休暇及びこれに係る出勤の承認を除く。）に関すること。

（監査第二課長の専決事項）

第５条 監査第二課長は、次に掲げる事務について専決処理する。

（１） 軽易な調査に関すること。

（２） 軽易な事項の届出、照会、回答、報告等に関すること。

（３） 保存文書その他資料の閲覧許可（情報公開に関するものを除く。）に関すること。

（４） 課員の出張に関すること。

（５） 課員の休暇の承認（引き続き30日以上の傷病による休暇及びこれに係る出勤の承認を除く。）に関すること。

（監査第一課課長補佐の専決事項）

第６条 監査第一課の課長補佐は、次に掲げる事務について専決処理することができる。

（１） 課員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

（２） 公用自動車の使用承認に関すること。

（監査第二課課長補佐の専決事項）

第７条 監査第二課の課長補佐は、課員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関し、専決処理することができる。

（専決の制限）

第８条 前５条に規定する事項であっても、事案が特に重要と認められるもの又は異例に属するものについては、代表監査委員又は事務局

長の決裁を受けなければならない。

（事務の代決）

第９条 事務局長、監査第一課長又は監査第二課長が専決すべき事務について、事務局長、監査第一課長又は監査第二課長が不在のときは

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 35害

代表監査委員訓代表監査委員訓令令
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、次表の第１欄に掲げる専決者の区分に応じ、それぞれ同表の第２欄及び第３欄に掲げる順序により当該各欄に掲げる者が、その事務を

代決することができる。

（代決の制限）

第10条 代決しようとする事務が特に重要と認められるもの又は異例に属するものについては、前条の規定にかかわらず、あらかじめ処理

の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。

（その他必要な事項）

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、知事の定める宮崎県職員服務規程（平成18年訓令第10号）、文書取扱規程

（平成２年訓令第５号）及び職員の被服貸与規則（昭和35年宮崎県規則第17号）を準用する。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

（宮崎県監査事務局処務規程の廃止）

２ 宮崎県監査事務局処務規程（昭和39年宮崎県監査委員訓令乙第１号）は、廃止する。

宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県議会議長 外 山 三 博

宮崎県議会規則第１号

宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則

宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 18号

害 36害

第２代決者第１代決者専決者

監査第二課長監査第一課長事務局長

監査第一課の課長補佐監査第一課長

監査第二課の課長補佐監査第二課長

県議会規県議会規則則

改正後改正前

別表（第 120条関係）

［略］

別表（第 120条関係）

［略］

招集権者構 成 員目 的名 称

［略］

議長議長、副議長及び

各会派代表者会議

において選出され

た議員

一般選挙による議

員任期開始から議

会運営委員会が組

織されるまでの間

において、議会の

運営等に関する協

議又は調整を行う

こと。

議会運営

臨時会議

議長全議員大規模災害等の発

生に際して、議会

としての当面の対

応に関する協議又

は調整を行うこと

。

宮崎県議

会災害等

対策協議

会

招集権者構 成 員目 的名 称

［略］

議長議長、副議長及び

各会派代表者会議

において選出され

た議員

一般選挙による議

員任期開始から議

会運営委員会が組

織されるまでの間

において、議会の

運営等に関する協

議又は調整を行う

こと。

議会運営

臨時会議
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